
１．施設の名称等

２．施設の概要
平成 6 年 3 月 19 日

）

）

長崎県体育施設条例第１条（昭和３９年３月２５日）

（実績）

施　設　名　称 長崎県立総合体育館

所　在　地 長崎市油木町７番１号
教育庁 体育保健課

課（室）長名 松山　度良

事 業 所 管

213,783

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策

事 業 群

―
―

―

設置年月日

（実績） （実績）
令和元年度
（実績） （計画）

令和3年度平成30年度 令和2年度

197,065

39
その他（ 諸収入・県債

213,783

事業費＜Ａ＞

「当施設を利用する1人当たりのコスト」＝Ｃ÷（年間利用者数）

人件費＜Ｂ＞

197,065

197,065

175,586県
　
予
　
算

合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞

1.03

内
訳 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料等 23,692 42,613

財
源

180,502

その他（
156,810管理運営負担金

国　　庫

0.51

180,502

0.58 1.41

175,625

180,502

16,843

156,671

213,783 175,625

24,289
151,336

設置法令等

事業評価調書〔途中評価〕（令和４年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

単位あたりコスト

区　　　分
（単位：千円）

（説明）

令和4年度

154,452 158,712
55,071

156,601
70

156,671

設置目的

一般財源

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

県民の体育及びレクリエーションの普及並びにその振興を図るため。

利用対象：特に制限なし
開館時間：午前８時４５分～午後９時１５分（利用時間午前９時～午後９時）
休業日：毎月第３火曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

面積　16,227.793㎡
・メインアリーナ棟　アリーナ2,424㎡（バスケットボール３面）
・サブアリーナ棟　　アリーナ1,313㎡（バスケットボール２面）
　　　　　　　　　　武道場1,264㎡（柔道又は剣道４面）
・スポーツ科学・管理棟

※佐賀県はＳＡＧＡサンライズパーク全体（ＳＡＧＡプラザ（総合体育館）、ＳＡＧＡスタジアム
　（総合運動場）、ＳＡＧＡアクア（水泳場）、ＳＡＧＡアリーナ）の管理運営費負担金額となって
　いる。
※沖縄県は単独施設ではなく、武道館アリーナ棟、同トレーニング室、ライフル射撃場及び錬成道場
　棟施設を一括して指定管理している。

類似施設の
設置状況

139,828



３．指定管理者の概要

令和 3 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ

23 ▲ 2 23 23 23 21 23
1 0 3 3 2 1 1

５．令和３年度事業の実施状況・実績の検証

管
理
運
営
の
状
況

＜指定管理者実施分＞
■施設の利用
　①開館時間の弾力的運用

　②トレーニング室利用時間単位の見直し

　③トレーニング室へのトレーナー配置

　④トレーニング室利用者特典の実施

　⑤利用者の要望にそった施設･ｻｰﾋﾞｽの見直し

＜指定管理者実施分＞
■施設の利用
　①利用者から要望があった場合に開館時間を延長して
    対応。（実績延べ119件）
　②密を回避しながら多くの方に利用機会を提供する
　　ため、1日を2時間1区分の5区分に分け、運用を実
    施。
　　令和4年1月から、時間区分を撤廃し、滞在人数管理
    による運用を実施
　③利用が多い時間帯は、よりアドバイスを行いやすい
　　よう2名のトレーナーを配置。
　④トレーニング室利用ポイントカードを作成し、1回
　　無料利用等の特典を実施。（交換者　延べ744件）
　⑤各種サービス
　　・トレーニング室利用者向けにドライヤーの無料
　　　貸し出しを実施。(利用実績　述べ254件)
　　・シューズの有料貸し出しを実施。
　　　(利用実績　延べ385件)

351,000

≪所在地≫
≪名  称≫

②

～

目標値

％

（目標値の根拠）

③

利用料金制

①
①令和３年度の実績と過
去５年平均との中間値

①利用者数目標値を、 １５０，８００人から
　２１８，０００人へ変更

指定期間

指定管理者
の名称等

①施設の利用に関する業務
②施設等の管理に関する業務
③県民の生涯スポーツの振興のための業務
④競技力の向上を支援する業務
⑤スポーツ医科学の推進及び調査・研究に関する業務
⑥災害時等の緊急対応に関する業務

導入済 選定方法

≪代表者氏名≫ 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社　代表取締役社長　大熊　稔幸

年間利用者

令和3年度

実績値

（実績）単位
令和2年度平成30年度
（実績）

令和元年度実　　　　績

達成率b/a

目標値

③

②

①
人
人 353,019

100

（実績）

％

334,759

％

100

333,400

（実績） （実績） （実績）実績－計画

事業計画（R3）

成
果
指
標
の
達
成
状
況

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度指定管理者
の収支状況 （実績）

150,800

45,345

154,452

79,046

207,882 196,681

76,910

219,068 216,872
78,575 83,553 81,654

169,576

支出b
うち人件費

▲ 16,151

84,610

233,498

70,908
193,739

▲ 11,271

112

（実績）

<令和４年度実施における変更点＞

218,000342,300

44
150,798

※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、「２　施設の
概要」の「県予算」の「その他」がある。

その他 0

81,838

156,81020,294

193,301
238,648

158,712

（人）

14,143収支a-b ▲ 1,500

151,336

49,170

19,580 3,380

目標値
実績値

利用料金

県負担金

▲ 31,565

▲ 13,702

16,6264,880

実　　　　績計　　　　画

常勤
非常勤

配置職員数

業　　務

収入計a

非常勤

131,042

非常勤

207,952
209,452

達成率b/a

（千円）

非常勤
常勤
非常勤

常勤
非常勤

常勤常勤

令和4年度
（計画）

長崎市淵町2番25号
長崎ＤＳ・スポーツ協会グループ

常勤

（計画）
79,776

3,032

139,828

219,604
216,572
86,129

令和4年度

実績値

達成率b/a



■職員研修
　①ビジネスマナー研修の実施

　②設備研修の実施

　③トレーニング研修の実施

　④緊急対応要領研修の実施

　⑤コンプライアンス研修の実施

■職員研修
　①施設勤務スタッフ全員を対象に顧客満足度をアップ
　　させるためのビジネスマナー研修等を実施。
　②各種設備研修
　　・ロールバック設置、バスケットボールゴール設置
　
　③トレーニング指導の充実を図るために毎月休館日を
　　中心に実施。

　④施設勤務スタッフを対象に実施。
　　・消防訓練（2回）

　⑤法令遵守、企業倫理遵守を目的に施設勤務スタッフ
　　全員に実施。
　　・個人情報保護マネジメントシステムに関する研修
　　　（2回）
　　・情報セキュリティに関する研修（5回）
　　・コンプライアンス全般に関する研修（4回）

■生涯スポーツの振興
　①県スポーツ協会加盟の各競技団体の協力を得て、運
    動能力の基礎を形成する大事な時期である小学校低
    学年の児童を対象に複数の競技種目やニュースポー
    ツなどを取り入れた、新しい発想のスポーツ教室を
    開催。（年29回　延べ930名参加）
　②専門の講師によりピラティス等の健康づくり、卓球
    やバドミントン等のスポーツ教室を開催。
　　・funfunエアロ＆ピラティス教室
　　　（実績24回　延べ106名参加）
　　・心と身体を癒すピラティス教室
　　　（実績32回　延べ326名参加）
　　・やさしいﾋﾟﾗﾃｨｽ＆ボールエクササイズ教室
　　　（実績27回　延べ250名参加）
　　・ピラティスでリフレッシュ教室
　　　（実績27回　延べ233名参加）
　　・バドミントン教室（実績32回　延べ607名参加）
　　・空手教室（実績28回　延べ255名参加）
　　・卓球教室（実績30回　延べ369名参加）
　③体育館主催のスポーツ大会を開催
    ・バドミントン大会、卓球大会は新型コロナウイル
      ス感染拡大を受け開催中止
　  ・ソフトバレーボール大会(実績2回、延べ137名参
      加)
　④子供のころから運動の楽しさを体験してもらうた
    め、幼稚園、小学校の夏休みに合わせて未就学児か
    ら小学生低学年までを対象とした運動教室を開催。
　　（実績3回　延べ99名参加）
　⑤体育館が主催し、広く県民にスポーツを楽しむ機会
    を提供することを目的として開催。

■スポーツ医・科学の推進
　①スポーツ選手の体力総合診断

　②健康体力相談

　③研修講座の開催

■スポーツ医・科学の推進
　①高校生以上のスポーツ選手を対象に、各種測定や診
    断を行い、トータル的なスポーツ医・科学のサポー
    トを実施。（実施回数51回、延べ536名参加）
　②一般県民の健康維持・増進のため、個人の体力水準
    やスポーツ障害の予防法等について専門医による指
    導・助言を行った。（実施回数13回、34名参加）
　③スポーツ医学研修会（WEB会議方式で実施）

■自主事業によるサービスの提供
　①県立総合体育館だより「かぶとがに通信」の発行

■自主事業によるサービスの提供
　①11月、2月発行。発行部数300部。館内、近隣商店街
    等へ配布

管
理
運
営
の
状
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■施設の維持管理
　①施設設備の保守点検
　

　②清掃等の管理業務の実施

　③安全ＥＣＯパトロールの実施

■施設の維持管理
　①各種設備は業者への業務委託による実施のほか、設
    備担当職員が施設点検として日に2～3回巡回、設備
    点検についても運転監視と併せて日に数回巡回し、
    トレーニング機器の使用前点検、備品の貸出前点検
    を実施。
　②日常・定期清掃・植栽樹木管理の業者委託のほか、
　　建物外周の清掃を毎月休館日にスタッフで実施。
　③危険箇所や修繕必要箇所の確認、省エネ活動点検を
    実施。

■生涯スポーツの振興
　①チャレンジスポーツ塾の開催

　②健康づくり・スポーツ教室の開催

　③体育館主催スポーツ大会の開催

　④子ども運動遊びの開催

　⑤個人参加型スポーツの開催



＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

＜県実施分＞

６．令和４年度事業の実施にあたり見直した内容

①トレーニング機器賃貸借　5,272,618円
②直流電源装置更新工事　19,015,831円

支出ｂ 209,452

＜県実施分＞
①トレーニング機器等賃貸借
②直流電源装置更新工事

＜県実施分＞
①計画どおり実施された。
②計画どおり実施された。

52,110 54,688 人件費単価の増による。

検　　　　証
・利用料収入は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用者減により計画額76,910千円に対して、実績45,345千
円と大幅に減少した。
・支出については、常勤職員の減や、新型コロナウイルス感染症による各種事業の中止などに伴う管理費の減によ
り、計画額209,452千円に対して193,301千円の実績となった。

検　　　　証

収支a-b △ 1,500 3,380

うち人件費 84,610 70,908 常勤職員の減による。
うち管理費 72,732 67,705 新型コロナウイルス感染症に伴う各種事業の中止による。
うち委託料

193,301

うち利用料 76,910 45,345 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用者減による。
うち負担金 131,042 151,336 新型コロナウイルス感染症対策に伴う負担金の増による。

計画 実績 増減理由・収支改善の取り組み等
収入ａ 207,952 196,681

内　　　　容

・指定管理者としての業務は、協定等に沿って適正に実施されており、民間の視点による利用者サービスの向上等
が図られている。
・年間利用者数については、目標値150,800人に対して実績値169,576人と目標を達成することができた。
・利用頻度の少ない曜日・時間帯に自主事業を開催するなど、積極的に施設の利用促進に努めている。
・単なる体育施設の貸出し業務に終わることなく、各種研修会・講習会の開催等、研修機能が十分発揮されてい
る。
・ビジネスマナー研修の開催や利用者からのご意見に対する速やかな対応など、利用者に喜んでいただける施設を
目指すという姿勢が伺える。

Ａ

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目

（説明）
・指定管理者の導入目的のひとつである利用者サービスの向上については、民間の視点からさまざまな工夫が継続して
行われており、新型コロナウイルス感染症により利用者数は減少しているものの、事業の取組みにより目標値を達成す
るなど、利用者の増加に繋がっていることから導入効果は著しいと判断される。
・もう一つの導入目的である管理経費の縮減については、可能なものは職員が行うなど、直営時よりも大きく縮減され
ている。
・限られた経費でより良いサービスの提供が行われるとともに、利用者の平等な利用に配慮しながらも、公共性の高い
利用への優先性の考慮や公益性を配慮した減免措置の実施など、施設の設置目的に沿った管理運営がなされている。

・希望者に対して、体力総合診断の体力測定の一部項目のみを測定する「部位別測定」を実施する。
・電子決済サービスを導入する。

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

管
理
運
営
の
状
況



７．令和４年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

■

■

■

■

■

■

■

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

視点 評価 判定理由

ａ

（その他の観点）

・利用者のニーズに合わせた体育・レクレーション活動の場と
して活用されている。（これまで同様コンベンション機能を有
した体育館としての活用も行われている。）

・長崎県公共施設予約システムにより機械抽選で利用者が決定
されている。（全国大会・九州大会・県大会等の優先利用につ
いても確保されている。）

・職員ができることは職員でとのスタンスにより、全体的な経
費の削減に取り組んでいる。

ａ

理由

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

視点 評価

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

必
要
性

c.適当（可能）である

・県立の体育館として、プロスポーツをはじめ
　全国・九州・県大会等の会場として、また、
　生涯スポーツの場として活用されている。

a.適応している
・近年、県民の競技及び生涯スポーツへの取組
　は益々活発になっており、必要性も増してい
　る。

b.一部適応していない

c.適応していない

a.適当（可能）でない

a.薄れていない

b.一部薄れている

c.薄れている

c.代えられる

・県負担額は大幅に削減されたうえで、利用者
　のサービス向上を含め、従来にも増した事業
　展開が行われている。

c.得られていない
効
率
性

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.得られている

・指定管理者制度の導入により、県負担額は大
　幅に削減されたうえで、従来にも増した事業
　展開により、利用者の確保につなげている。
　管理運営の経費削減の実効性等から見ても指
　定管理者制度が有効に機能していると考え
　る。

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。

b.一部得られている

b.一部代えられない

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない ・提案された計画を、県が内容検討のうえ承認
　し、事業はその計画に沿って実施されてい
　る。施設は利用者も増え、以前にも増して活
　性化している。

有
効
性

b.一部余地がある

・県立の体育館として、プロスポーツの大会を
　はじめ全国・九州規模大会等にも十分対応で
　きており、今後も広く県民の集う競技及び生
　涯スポーツ施設として県が担う必要がある。

b.一部適当（可能）でない

a.代えられない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

・スポーツ教室や県民の健康づくりのための自
　主事業を実施するなど、利用者サービスの向
　上に努めており、県民の健康の振興に寄与し
　ている。c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。 b.一部なっていない

a.なっている

・単なる体育施設の貸し出しに終わることなく、スポーツ教室
の提供や研修事業等多岐にわたる事業が実施されている。
・利用者アンケートを実施する等、利用者のニーズに応えるよ
う努めている。

・定期的な巡回による管理が行われており、特に利用者の事故
防止を最重要課題として取り組んでいる。

・利用者サービスを収入増に結びつける各種取組と、利用者増
のためのＰＲ活動や営業活動を実施している。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

c.余地がある

（その他の観点）

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ

ａ

ａ



８．令和５年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止区　　分

（説明：令和５年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）

・アリーナや武道場等の運営、施設設備の保守点検や清掃等の管理業務について、今後も利用者へのサービス向上を図
　りながら適正な管理運営を行っていく。
・専門講師によるピラティス、ヨガ等の健康づくり教室や県立総合体育館主催のスポーツ大会の実施など様々な自主事
　業を行うとともに、県民の健康づくりを支援するイベントも引き続き実施し、利用者数の増加を図るとともに増収に
　努める。
・なお、新型コロナウイルスの感染状況を引き続き注視し、さらに感染症対策を徹底しながら事業を実施していく。


